
③今後の高等教育全体の規模も視野に入れ
た、地域における質の高い高等教育機会
の確保の在り方

我が国の高等教育に関する将来構想について（諮問）（平成29年3月6日）【概要】

・「第４次産業革命」は既存の産業構造，就業構造、さらには人々の生活を一変させる可能性

・本格的な人口減少社会の到来により、高等教育機関への主たる進学者である18歳人口も大きく減少
（2005年：約137万人 → 2016年：約119万人 → 2030年：約100万人 → 2040年：約80万人）

１．高等教育の将来構想を検討する必要性

・今後、一人一人の実りある生涯と我が国社会の持続的な成長・発展、人類社会の調和ある発展のためには、人材育成と知的創造活
動の中核である高等教育機関が一層重要な役割を果たす必要

・その際、新たな知識・技能を習得するだけでなく、学んだ知識・技能を実践・応用する力、さらには自ら問題の発見・解決に取り組む力
を育成することが特に重要

・自主的・自律的に考え、また、多様な他者と協働しながら、新たなモノやサービスを生み出し、社会に新たな価値を創造し、より豊かな
社会を形成することのできる人を育てていくことが必要

社会経済の大きな変化

高等教育機関の果たすべき役割

２．主な検討事項

①各高等教育機関の機能の強化
に向け早急に取組むべき方策

第8期中央教育審議会大学分科会
における「論点整理」を踏まえ、以下
のような事項を中心に検討

・教育課程や教育方法の改善

・学修に関する評価の厳格化

・社会人学生の受入れ

・他機関と連携した教育の高度化

②変化への対応や価値の創造等を実
現するための学修の質の向上に向け
た制度等の在り方

・「学位プログラム」の位置付け、学生と教
員の比率の改善などについて、設置基準、
設置審査、認証評価、情報公開の在り方
を含め総合的、抜本的に検討

・学位等の国際的な通用性の確保、外国
人留学生の受入れ・日本人学生の海外
留学の促進、効果的な運営のための高
等教育機関間の連携

・今後の高等教育全体の規模も視野に入れつ

つ、地域における質の高い高等教育機会を確
保するための抜本的な構造改革について検討
（例えば、高等教育機関間、高等教育機関と地
方自治体・産業界との連携の強化など）

・分野別・産業別の人材育成の需要の状況を十
分に考慮するとともに、国公私立の役割分担の
在り方や設置者の枠を超えた連携・統合等の
可能性なども念頭に検討

④高等教育の改革を支える支援方策

※「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2016改訂版）」に盛り込まれている地方大学の振興等の在り方にも留意しながら検討

・①～③を踏まえた、教育研究を支える基盤的経費、競争的資金の充実、その配分の在り方の検討
・学生への経済的支援の充実など教育費負担の在り方の検討

高等教育機関が求められる役割を真に果たすことができるよう、これまでの政策の成果と課題について検証するとともに、高等教育を取り
巻く状況の変化も踏まえて、これからの時代の高等教育の将来構想について総合的な検討を行う
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次に掲げる事項について，別紙理由を添えて諮問します。 
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（理 由） 

 我が国社会のあらゆる側面において，かつて経験したことのないスピードで

大きな変化が進行しています。例えば，IoT（Internet of Things），ビッグデー

タ，人工知能等を活用する「第４次産業革命」は，既存の産業構造，就業構造，

さらには人々の生活を一変させる可能性があることが指摘されています。 

また，我が国の高等教育機関への主たる進学者である 18 歳人口の推移を見る

と，2005 年に約 137 万人であったものが，2016 年には約 119 万人にまで減少し

ています。今後 18 歳人口は 2030 年には約 100 万人にまで減少し，さらに 2040

年には現在のおよそ３分の２に当たる約 80 万人となるという推計もあります。 

 

このような経済社会の変化やグローバル化の急速な進展，本格的な人口減少

社会の到来の中で，一人一人の実りある生涯と我が国社会の持続的な成長・発展

を実現し，人類社会の調和ある発展に貢献していくためには，人材育成と知的創

造活動の中核である高等教育機関が一層重要な役割を果たすことが求められま

す。とりわけ，今後の人材育成においては，新たな知識・技能を習得するだけで

なく，学んだ知識・技能を実践・応用する力，さらには自ら問題の発見・解決に

取り組む力を育成することが特に重要となっています。このことを通じて，自主

的・自律的に考え，また，多様な他者と協働しながら，新たなモノやサービスを

生み出し，社会に新たな価値を創造し，より豊かな社会を形成することのできる

人を育てていかなければなりません。 

このような要請に応え，高等教育機関が求められる役割を真に果たすことが

できるようにするためには，各機関の役割や機能の強化と，教育研究の質の一層

の向上が必要です。また，人口減少社会において一人一人が変化に対応する力を

身に付け，より高い能力を発揮することができるよう，高等教育の機会の確保を

図っていくことも重要です。さらにこれらを実現するための財政支援の方策に

ついても検討する必要があります。 

 

中央教育審議会では，2005 年（平成 17 年）の答申「我が国の高等教育の将来

像」（以下「将来像答申」という。）において，2015 年から 2020 年頃までに想定

される高等教育の将来像を提示していただきました。その中では，高等教育政策

の在り方について，「高等教育計画の策定と各種規制」の時代から「将来像の提

示と誘導」の時代への移行という大きな方向性が示されるとともに，大学，大学

院，短期大学，高等専門学校，専門学校の学校種ごとにそれぞれの位置付けや期

待される役割・機能を十分に踏まえた教育や研究を展開すること，個々の学校が

個性・特色を一層明確にすることなどが求められています。あわせて，高等教育

の質の保証の仕組みとして，事前・事後の評価の適切な役割分担と協調を確保す



 

べきことが提言されています。 

 

 文部科学省では，将来像答申を踏まえ，これまで様々な施策を講じてきました。

その中で，多様な機関から様々な内容の高等教育が提供されるとともに，進学率

が高まり，学ぶ機会の充実が着実に図られてきました。一方で，教育の質保証に

ついては，各機関においてその充実に向けた取組が進められつつあるものの，い

まだ多くの課題が指摘されています。 

こうした状況も踏まえ，これまでの取組の成果と課題について検証するとと

もに，先に述べたような社会的，経済的な様々な変化，初等中等教育における学

習指導要領の改訂や高大接続改革の動向，さらには地方創生や働き方改革とい

った政府全体の取組など高等教育を取り巻く状況の変化も踏まえて，これから

の時代の高等教育の将来構想について総合的な検討を行うことが必要と考えま

す。 

 

 以上のような問題意識の下，中長期観点から，概ね 2040 年頃の社会を見据え

て，目指すべき高等教育の在り方やそれを実現するための制度改正の方向性な

どの高等教育の将来構想について，次の事項を中心に御審議をお願いします。 

 

 第一は，各高等教育機関の機能の強化に向け早急に取り組むべき方策につい

てであります。 

第８期の中央教育審議会大学分科会においてまとめられた「今後の各高等教

育機関の役割・機能の強化に関する論点整理」の中で，各高等教育機関の今後の

機能強化の方向性とその実現のために検討すべき事項が示されています。この

論点整理を踏まえ，大学，大学院，短期大学，高等専門学校，専門学校それぞれ

の機能の強化に向けて，教育課程や教育方法の改善，学修に関する評価の厳格化，

社会人学生の受入れ，他の機関と連携した教育の高度化などの様々な観点から，

早急に取り組むべき具体的施策や制度改正について検討をお願いします。 

 

第二は，変化への対応や価値の創造等を実現するための学修の質の向上に向

けた制度等の在り方についてであります。 

我が国の大学政策については，現在，学部・学科や研究科といった組織に着目

した在り方を中心に構成されていますが，学問の進展や社会の変化に対応した

教育や学生本位の視点に立った学修の実現していくためには，学位を与える課

程（「学位プログラム」）に着目した在り方をより重視していく必要があるとの指

摘がかねてからなされています。こうした「学位プログラム」の位置付けや学生

と教員の比率の改善，ICT の効果的な利活用など，学修の質を向上させるための



 

課題について，設置基準，設置審査，認証評価，情報公開の在り方を含めた総合

的かつ抜本的な検討をお願いします。検討に当たっては，大学設置・学校法人審

議会における審議や認証評価機関における取組との連携の確保にも御留意くだ

さるようお願いします。 

また，グローバル化や第４次産業革命が進む中での学位等の国際的な通用性

の確保，高等教育機関の国際展開，外国人留学生の受入れや日本人学生の海外留

学の促進，地域の産業界等との連携による人材育成，社会に出た者が何度でも学

び直せる環境の整備，高等教育機関間あるいは企業等との間での教員・学生の流

動性の向上，効果的な運営のための高等教育機関間の連携などの在り方につい

ても検討をお願いします。 

 

第三に，今後の高等教育全体の規模も視野に入れた，地域における質の高い高

等教育機会の確保の在り方についてであります。 

前述のように，2016 年の我が国の 18 歳人口は，2005 年と比較して大きく減

少しています。その間，高等教育機関全体としての数や入学者数は減少する一方，

四年制大学の数は，726 校から 777 校へと増加しており，入学者数も約 60.4 万

人から約 61.8 万人に増加しています。また，2014 年の我が国の大学学士課程へ

の進学率は 49％であり，OECD 平均の 59％と比べると低いという評価もできる一

方，専門学校等も含めた高等教育機関全体への進学率は 80％であり，OECD 平均

68％を上回っています。 

さらに，我が国では，他の OECD 諸国と比べて，学生に占める留学生や社会人

学生の割合が低いという状況もあります。また，地域によって高等教育機関への

進学率や進学者収容力（ある地域に所在する高等学校卒業者で高等教育機関に

進学する人数に対する当該地域に所在する高等教育機関の入学定員の比率）が

異なるとともに，少子化の中で，地方の私立大学ほど厳しい経営状況に陥る傾向

にあるなど，地域によって高等教育の置かれている状況も異なっています。 

こうした状況等も踏まえ，今後の高等教育の構造の在り方について考える必

要があります。特に，各機関の使命や社会のニーズを真に踏まえた高等教育の実

現に向け，今後の高等教育全体の規模も視野に入れながら，既存の学部・学科等

の構成や教育課程の見直しを促進するための方策はもとより，高等教育機関間，

更には高等教育機関と地方自治体・産業界との連携の強化に関する方策も含め，

地域における質の高い高等教育機会を確保するための抜本的な構造改革の在り

方について検討をお願いします。 

その際，分野別・産業別の人材育成の需要の状況についても十分に考慮すると

ともに，国公私の設置者別の役割分担の在り方や国公私の設置者の枠を超えた

連携・統合等の可能性なども念頭に置きつつ御検討くださいますようお願いし



 

ます。 

 

 第四に，高等教育の改革を支える支援方策の在り方についてであります。 

厳しい財政状況の中，各機関においては，十分な人件費や研究費の確保が困難

となり，教育研究活動に大きな影響を与えかねない問題が生じているとの指摘

があります。第一から第三までの検討事項も踏まえ，教育研究を支える基盤的経

費，競争的資金の充実，透明性の確保の観点も踏まえた配分の在り方等について

検討をお願いします。 

その際，学ぶ機会の保障のため，学生への経済的支援の充実など教育費負担の

在り方に関してもあわせて検討をお願いします。 

 

なお， 2016 年 12 月に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2016

改訂版）」においては，地方大学の振興，東京における大学の新増設の抑制や地

方移転の促進等についての対策を，教育政策の観点も含め総合的に検討し，本年

夏を目途に方向性をとりまとめることとされています。今回の諮問事項につい

て御審議いただくに当たっては，この点についてもあわせて御検討くださるよ

うお願いします。 

 

以上が中心的に御審議をお願いしたい事項でありますが，この他にも，高等教

育に関する将来構想に関し，必要な事項について検討をお願いします。 


